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ウイグル文書雑録 
 

 

松 井   太* 

緒 言 

森安孝夫先生が「僕はウイグル文書の研究者じゃない」と仰せだったと言っても，読者の多く

は信じられないのではなかろうか．筆者がこの仰せを耳にしたのは，森安先生がロンドン・パ

リ・ベルリンでの長期在外研究から帰国された 1999 年 10 月頃のことだったと記憶する．筆者が
大阪大学東洋史学専攻に進んでからそれまでにほぼ 10年を閲していたが，その間に先生の講筵で

扱われた課題は，古ウイグル語マニ教寺院経営令規文書の文献学的研究を一つの核とした『ウイ

グル=マニ教史の研究』（『大阪大学文学部紀要』31/32, 1991）や，小田壽典・Peter Zieme・梅村坦

の諸先生と共編された山田信夫教授の遺稿集『ウイグル文契約文書集成』（大阪大学出版会，

1993. 以下 SUK と略）など，先生ご自身のウイグル文書研究と常に結びついていたし，それから

20年後に Corpus of the Old Uighur Letters from the Eastern Silk Road（Brepols, 2019. 以下 BT XVLI と
略）として出来するウイグル語手紙文書研究を「ライフワーク」としていることも諸処で公言さ

れていた．それゆえ，この仰せには筆者も心底から吃驚させられた． 

もちろん，この仰せの意図は「ウイグル文書の分析に跼蹐しない」ということであったと思う．

この間に吉田豊先生も回顧されている通り(1)，森安先生の東西ウイグル史・中央アジア史・中央

ユーラシア史研究は，漢語・非漢語，伝世典籍・古文書，文献・非文献を問わず，およそ利用可

能なあらゆる資料の情報を総動員して歴史像を再構成するという点で，余人の追随を許さぬもの
であった．ウイグル語文書についても，完本はもとより断簡零墨にも厳密な読解を及ぼすのは当

然ながら，あくまで歴史再構成を主眼として，可能な限り多数の資料さらにはウイグル語文書以

外の諸資料とも総合することを旨としておられた．森安先生がライフワークとされたウイグル語

手紙文書研究も，個別文書の背景分析よりも，資料の総体を鳥瞰して「シルクロード」上の交

流・交易を立体的に再構することに重点が置かれている［森安 2011, esp. 384–393; 森安 2021, esp. 

159–167; BT XLVI］．現在の国際的なウイグル学界において歴史学的分析上の基盤となっている森
安先生のウイグル語文書年代論も，SUK 第 2 巻に収録された 121 通のトゥルファン出土ウイグル

語契約文書と，パリ留学中に親しく調査された 300 点以上の敦煌発現ウイグル語資料とを併せ通

覧するなかで導き出されたものであり［森安 1990, 69–72; 森安 1994, 63–83; 森安 2004a = 森安 2015, 

444–453, 467; Moriyasu 2004b; 森安 1985, 5–17, 39］，「この枠組みはどんな新資料が出てきても揺る

 
* 大阪大学大学院人文学研究科教授（MATSUI Dai. Professor, Graduate School of Humanities, The University of 

Osaka） 
(1) 『内陸アジア言語の研究』23, 2008, ii; 『東方学』149, 2025, 164–165. 
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がない」という自信をも語っておられた．SUK の刊行を『毎日新聞』紙上で紹介するに際し，護

雅夫先生が序言に寄せた「金字塔」の語を躊躇いなく標題に用いられたのも，その自信があって

のことだったろう(2)． 

その SUK は，森安先生も前述の新聞紙上で「日本のみならず世界の東洋史学・言語学・経済

史・法制史学の分野で利用されることを期待して」いると述べられたように，山田信夫先生の

「ウイグル語文書を単に言語資料としてのみ扱うのではなく，歴史資料として正当に位置づけ，
その背後にあるウイグル社会史像の再構成に役立てる」という意図・問題意識から出来し，その

第 2巻を 121通のウイグル契の校訂テキスト資料集としたものである［SUK II, viii］．実際に，同

書の校訂テキストが国内外のウイグル学界・中央アジア史学界に与えた恩恵はまことに大きい． 

しかし誤解を恐れずにいえば，SUK所掲の校訂テキストは，まず 1960年代に護・山田両先生に

より本格的に着手され，また編者らが中心となって SUK刊行に至るまでに蓄積してきた歴史学的

分析(3)のいわば “結果” として析出されたものであり，従って，同書のテキストを利用して未
・
解
・
明
・

のウイグル社会史像の再構成に取り組もうとする時には，なお残されている未詳語彙や文意不

明・難読箇所の解明が必須となる．現時点で利用できるウイグル語資料の総数は SUK刊行までの

時点に比して大きく増加しており，それらを分析して SUKのテキスト校訂と内容理解を精緻化す

ることは，歴史再構成と表裏一体・不可分の作業といえる． 

筆者はウイグル語社会経済文書による中央アジア史の再構成作業において，SUK 所収の契約文

書類についても，いくらか修訂作業を試みてきた(4)．本稿もその一環として，契約類をはじめと
するウイグル文書に関わる雑多・微細な未解明の問題を考察するものである． 

1. XWVʾR ~ XWVPʾR ~ XWVVʾR(5) 

ウイグル契には，違約罰の設定に際して，XWVʾR ~ XWVPʾR ~ XWVVʾR と綴られる単語を在

証するものが 3通確認される． 

⑴ SUK Sa03 = U 3908 (T III M 205) 

24bo sav-ta qayu-sï aγïš(s)ar-biz üčär yṳz bešär otuz qunpu 25ičrä XWVPʾR berüšür-biz 

「24この件（＝契約）に（当事者の）誰かが違反したなら，325官布ずつを 25内々の罰金(?)

として与え合うこととする」 

⑵ SUK Ad02 = SI 4735 (O/70) 

13qayu-sï 14bo sav-tïn aγïšsar-biz birär yasṭuq XWVʾR 15berüšür-biz 

 
(2) 森安孝夫「シルクロード学の不滅の金字塔：「ウイグル文契約文書集成」に寄せて」『毎日新聞』1993 年

11月 30日夕刊文化面． 
(3) SUK第 2巻所収の文献目録を参照． 
(4) 松井 2005a, Matsui 2005b, 松井 2024および BT XLVIIIなどの諸処を参照されたい． 
(5) 本節は，筆者の旧稿［松井 2024, 117］では不完全であった検討から分析を進めたものである．考証の過

程を示すため，旧稿の叙述を本節でも繰り返した箇所がある． 
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「13私たち，そのどちらかが 14この言葉に違反するならば，私たちは各 1錠の罰金を 15与え

あう」 

⑶ *U 9316 (T II B 65)［cf. Raschmann 2015, 410; Uzuntaş 2022, 214–216］ 

6birök üč yïlï tükämädin yulsar 7XWVVʾR beš böz bir šïγ beš küri buγday munča tavarïγ 8üzüštümüz 

「6もしも（典質期間の）3 年が満了する前に，（質入れした田地を出典者が）取り戻そうと

するなら，7XWVVʾR（として）5棉布と 1石 5斗の小麦，このような財物を（支払う）と，

8私達は決定した」 

この 3 例中，SUK 編者が扱い得たのは⑴ Sa03 と⑵ Ad02 の 2 例である．SUK 編者は⑴の 

XWVPʾR を quvpar，⑵の XWVʾR を quvar と転写し，上掲引用の通り「罰金」と訳出した．SUK

編者が quvpar ~ quvar を同一語と解釈していたことは，語彙集の「quvar, quvpar（< chin. □罰）罰

金，罰 Bußgeld, Bestrafung」という説明からも明瞭である［SUK II, 278］．この説明は，「quvar ~ 

quvpar は漢語からの借用語であり，前分の qu- / quv- の語源は不明ながら，後分の -var / -par は罰
に由来する」ことを含意する．⑴⑵の文脈は違約罰の設定に関して並行するものであり，quvar ~ 

quvpar (= XWVʾR ~ XWVPʾR) を「罰金」をさす同一語とした SUK編者の解釈はおおむね妥当であ

り，後発のウイグル契研究者にも支持されている(6)． 

また，⑶ U 9316 にみえる XWVVʾR が XWVʾR ~ XWVPʾR の異形

であることも，文脈に鑑みて疑問は無い(7)．ここでは通貨的に使用

される綿布（böz）とともに小麦（buγday）で XWVVʾR を支払うこ
とが設定されており，この語が「罰金

・
」つまり通貨・金銭だけでな

く「罰，罰物，科料」一般をさすことも確認できる．この U 9316文

書は典型的な半楷書体ウイグル文字で書かれており，10–12 世紀の

西ウイグル期に属することは明らかである．また⑴ Sa03 にみえる官

布（qunpu ~ quanpu）の語も，この Sa03 文書が西ウイグル期に由来

したことを示唆する［森安 1992, 48–50; 森安 1994, 70–71; 森安 2004a, 

445］．従って，ウイグル語 XWVʾR ~ XWVVʾR ~ XWVPʾR が漢語に

由来するとすれば，その形式は 10世紀頃までに確立したウイグル字

音形式を反映していたと考えられる． 

上述のように，SUK編者は XWVʾR ~ XWVPʾR = quvar ~ quvpar の後分 -var ~ -par を「罰」と推

 
(6) QUYV, 133, 295 (järnamä ‘fine, penalty’); UDDVT, 146–147．さらに，本文に後述する諸研究を参照． 
(7) Raschmannはこれを SUK Ad02と同形の XWVʾR = quvar と判読し，これに Uzuntaşも従った．しかし，XW- 

と -VʾR の間にはやや不鮮明ながら -V- 字を確認でき［Fig. 1参照］，XWVVʾR と修正できる．この *U 9316 
文書は，SUK所収文書には類例の無い土地典質契であり，第 2次ドイツ隊がトゥルファン北方の景教遺址 
Bulayiq から将来したものの，第二次世界大戦中に原文書は行方不明となっており，現時点では Reşid 
Rahmeti Arat が撮影した写真資料によってのみ確認できる［Raschmann 2015, 409; VOHD XIII-28, 57–58］． 

Fig. 1 
*U 9316, 7XWVVʾR 

(After Raschmann 2015, 408) 
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定していた．罰（MC *b’i̯wɒt）のウイグル字音形式は var ~ par と推定され(8)，SUK案と整合する．

一方，前述の通り，SUK編者は前分の XW ~ XWV の元の漢字を特定せず，語彙集で記号「□」に

よって示すに止めていた．ところが，一部の研究者はこの記号「□」を漢字の「口」または「囗」

と誤解し，XWVʾR ~ XWVPʾR = quvar ~ quvpar の語源として「口罰」や「囗罰」を提案している(9)． 

漢語の「口罰」は「ことばで悪い行ないをしたことについての罰」として『中阿含経』に在証

されるものの，筆者管見の敦煌・トゥルファン出土漢文世俗文書（社会経済文書）類には見出さ
れないので，日常的な「罰金・罰物」をさす語としてウイグル語に借用され，契約の場で常用さ

れたとは考えづらい．なお口（MC *k’ǝ̯u）のウイグル字音は XYW ~ XYV = qïu ~ qïv であり［庄垣

内 1987, 142; BT XXXIV, 108, 127, 180］，XW- ~ XWV- と完全には一致しないことにも留意する必要

がある．別案の「囗罰」は漢籍資料に在証されない幽霊語であり，また音韻の上からも囗 *jwe̯i 

がウイグル字音で XW ~ XWV と表記された可能性は無い(10)． 

以上の「口罰」や「囗罰」の他に，quvar ~ quvpar の語源として，李經緯はつとに「苦罰」［李
經緯 1996, 22］，後に「酷罰」［李經緯 2012, 244］を提出していた．前者の「苦罰」は漢文仏典に

確認され［『大正』vol. 22, no. 1421, 34a10; 同 vol. 40, no. 1807, 464a26］，また後者の「酷罰」は，近

親者の死を「（天から与えられた）残酷な罰」とする比喩的表現として敦煌文献に散見する［『敦

煌文獻語言大詞典』1, 1184］．ウイグル字音に鑑みれば，李經緯の当初案の苦（MC*k’uo）> qu ~ 

quu のほうが，渓母沃韻一等の酷（MC*k’uok）> *quγ よりも，問題の前分 qu ~ quv には適する［cf. 

庄垣内 1987, 37–38, 77–79; BT XXXIV, 120, 173］．とはいえ，「苦罰」･「酷罰」のいずれも，やは
り漢文世俗文書中に法的術語としての用例を見出せないので，社会経済文書で常用される語彙と

してウイグル語に借用された可能性は低い． 

なお，SUK 編者のひとり森安孝夫は，西ウイグル時代の書簡文書 Or.8212/129 recto に 3,6quv と

いう語を読み取り，これを quvar ~ quvpar と同源の語と想定して「罰金，科料」と解釈した［BT 

XVLI, 59］．ただし，森安は quv を漢語からの借用語とは明言していない．それゆえ，J. Wilkens 

のウイグル語辞典［HWAU, 284］が quv ~ huv「罰金，違約金（< Chin. 囗）」という項目を設けた
のは，森安の提案を敷衍したものであろうが，十分な根拠があるものとはいえない． 

いずれにせよ，敦煌・トゥルファン地域の漢語書写文化や法律用語がウイグル契およびウイグ

ル語社会経済文書に大きな影響を及ぼしたことは広く承認されている(11 )．従って，問題の 

 
(8) 罰の奉母はウイグル字音では /v/ ~ /f/ となったが，土着化して /p/ ~ /b/ ともなり得た．この点は庄垣内 2003, 

50–51の挙げる諸例の他に，敦煌出土のモンゴル期の頭韻詩にみえる佛 > vïr > pïr, 梵 > vam > bam からも傍
証される［Zieme 2017, 33］．また罰の月韻は通常は /ur/ とされたが，唇音声母と結合する際には /ar/ ともな
り得た［庄垣内 2003, 85–87; BT XXXIV, 91–92］． 

(9) A. M. Özyetgin が「口罰」，J. Wilkens が「囗罰」案を提唱し，それぞれに賛同者を得ている［Özyetgin 2014, 
103; Keskin 2022, 47, 644; HWAU, 284 (huvar ~ kuvar); Uzuntaş 2022, 83, 220］． 

(10) ウイグル字音では喩母三等は /v/ ~ /w/，また喩母合口に後続する微韻は /i/ となったので，囗のウイグル字
音は VY ~ WY = vi ~ wi と推定される［吉田 1994, 319‒318; 庄垣内 2003, 67‒69, 77‒79; BT XXXIV, 113‒114, 
124–125］． 

(11) その最重要の根拠はウイグル契の書式が唐宋時代の漢文契に由来することである［護 1960; Moriyasu and 
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XWVʾR ~ XWVVʾR ~ XWVPʾR を漢語の「□罰」の借用語とした SUKの推定自体は支持される．

このような視点から敦煌・トゥルファン発現の漢文世俗文書を可能な範囲で検索した結果，筆者

は，9～10世紀の敦煌文書にみえる「告罰」がその語源であると確信するに至った． 

「告罰」は，いわゆる社司転帖類において，帖の転送の遅延に対する罰則を定める際に頻用さ

れる：「もしも帖を停滞させたら，きまり通りに罰を与える．帖は回覧後には事務局に戻され，

“告罰” のための証拠とする【如滯帖者，准條科罰，帖周却付本司，用憑告
・
罰
・
】」［e.g., 那波 1974, 

459–574; TTD IV, 20–88; 鄭炳林・魏迎春 2004］．同じく敦煌出土の「釋門帖諸寺綱管」（P.6005）

は，寺院の施設を「綱管・寺卿」が管理することを義務づけた上で，「公務に意を用いない者は，

前記の例と同様に “告罰” する【如不存公務者，同上告罰】」［『真蹟釈録』4, 121］として「告罰」

の語を在証する(12)．これらの敦煌文書中の「告罰」は「罰を受けるべきことを自ら願い出て赦し

を請う」ことを含意していたというが，「告罰」の語そのものは一般的な「罰を与える；懲罰，

処罰」として古くは『漢書』にみえ，また『宋史』や明清期の小説にも用例が確認される［張小
艶 2013, 105–106; 姬慧 2021, 256–258; 『敦煌文獻語言大詞典』1, 732］．管見の限り，敦煌契には違

約罰の設定に際して「告罰」を用いた例は無く，トゥルファン出土漢文文書にも「告罰」は在証

されないが，この語自体は一般的な「罰，懲罰」として汎用されていたのであるから，ウイグル

語にもその語義により借用された可能性を想定できるだろう(13)． 

「告」の中古音には豪韻の *kau と沃韻の *kuok の両系統があるが，ウイグル字音には前者を反

映する XʾW = qau が確認される［BT XXXIV, 179］．豪韻の一般的なウイグル字音は /au/ ~ /av/ であ
ったが，これは /o/ ~ /ou/ ~ /ov/ にも転訛したので［庄垣内 1987, 65–66, 68; 吉田 1994, 336, 294; BT 

XXXIV, 126, 179］，告のウイグル字音 qau にも qo ~ qov という異形を想定できる(14)．すなわち，

上記のウイグル契⑴～⑶にみえる XWVʾR ~ XWVVʾR ~ XWVPʾR「罰；罰金，罰物」は，漢語「告

罰」のウイグル字音形式とみて qovar ~ qovvar ~ qovpar と転写できる(15)． 

 
Zieme 1999］．この点は本稿第 3 節も参照せよ．さらに、古ウイグル文書に見られる税役術語にも漢語の
術語に由来・淵源するものが見出され，西ウイグル王国が唐代の行政制度を継受したことを示唆する
［松井 1998, 043–047; Matsui 2005b, 69–73; 松井 2018, 124–131; BT XLVIII, 28–30］． 

(12) なお，Stein 将来の「索法律和尚義辯窟銘」（Or.8210/S.53048–49）には「咸通十年歳次某年某月日，坐終于金
光明寺本居禪院．門人躃踴，一郡綴舂．宗族悲哀，痛丁告

・
罰
・
」とみえるが，この「告罰」は「酷

・
罰（天が

与えた残酷な罰としての近親者の死）」の誤記とみなされる．実際，この文書の平行テキスト「沙州釈門
索法律窟銘」（P464052）では「痛丁酷

・
罰」とされている［『真蹟釈録』5, 156, 99］． 

(13) 同様に，敦煌文書およびウイグル文書に在証されるものの，トゥルファン出土漢文文書にはみえない術
語としては官布（> quanpu ~ qanpu ~ qunpu）や立機（> livki ~ läwki）が知られる［森安 1991, 52; 松井 1997, 
114; BT XVLI, 176］． 

(14) 道理 *d’âu-lji「道理，原理，教理；言い分，主張」を借用したウイグル語 tauli が tovli という異形を生じ
たのも，同様の転訛の例である［Mirsultan 2019, 133; 松井 2024, 118–119］． 

(15) 従って，森安が提案した quv「罰金，科料」［BT XVLI, 59］も幽霊語として否定される．なお，森安が 
quv とした語を，筆者はつとに suv「水」と判読していた［松井 2010, 44］．ウイグル文字の語頭の X- 字と 
S-/Š- 字の辨別はしばしば困難ではあるが（これは書体を問わない），この語の語頭字の筆致はその他の X- 
字（1qulutï, 2,7qočo, 3,4,6qu(a)npu, 5qutadmïš）とは若干異なるので［BT XVLI, plate VI］，卑見の suv を採用す
べきである． 



 松 井   太 

 

104 

2. PYZY(16) 

前節でも言及したウイグル文土地売買契 SUK Sa03 (U 3908) の書記の人名を，SUK 編者は 

22sutaγï bizi と転写した．これは，本文書を初めて校訂した P. Zieme の転写［Zieme 1974, 298］を

踏襲したものである．ただし Zieme は，別の仏教識語写本 Mainz 858 と小断片 Ch/U 6958v にも 

PYZ̤Y = bïžï ~ biži という語を見出し，Sa03 の sutaγï bizi の後分 bizi = PYZY も同一の人名要素また

は称号である可能性を指摘していた［Zieme 1987, 273–274］． 

現在までに筆者が窺知し得た限り，この人名要素／称号としての PYZ̤Y ~ PYZY は 23例，その

異形と思われる PYŠY は 2例，これらの省略形と思われる PY は 2例，合計 27例が在証される．
下掲の表 1 は，これらの在証例を，書体の別（半楷書→半草書→草書）によりおおむね年代順に

配列し，さらに PYZ̤Y (~ PYŠY ~ PY) に先行する人名要素とその原語と推定される漢語名(17)，

PYZ̤Y (~ PYŠY ~ PY) 自体の翻字形式，後続する格語尾の情報とあわせて整理したものである． 

このうち 18例（①②③④⑤⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑲㉒）の PYZ̤Y という表記は，本来のウイグル語

に無かった /ž/ 音［GOT, 83］を加点つきの Z̤ 字により明示する．また①では後舌 (-qa)，③④⑦で

は前舌 (-kä, -täki) の接尾辞が用いられており，母音調和が一定しない．従って，この PYZ̤Y は固
有のウイグル語ではなく外来語とみられ，Z 字の加点を缺く PYZY の例（⑳㉑㉓㉔）とも併せて 

biži ~ piži という転写を假に与えられる．ウイグル語に導入された /ž/ は後に無声化して /š/ に転じ

たので［吉田 1994, 348; Yoshida 2000, 6–7; 橋本 2004, 32–33］，PYŠY ~ PYŠ̤Y（⑥⑯）も PYZ̤Y ~ 

PYZY の転訛とみなせる．ただし，おそらくモンゴル時代に属する草書体の在証例（⑲～㉔）か

らは，後代でもなお PYZ̤Y ~ PYZY の表記が一般的であったことが示唆される． 

また，この PYZ̤Y ~ PYZY を称する者は，多く仏教的な漢語名を持っている（①～⑨，⑮(?), ⑯
～㉒）．既知の tutung（< 都統），šäli（< (阿)闍梨），siču（< 寺主），šotza / šutza（< 上座／首座）と

同様，この PYZ̤Y ~ PYZY = biži ~ piži も漢語の仏教的称号の借用語と考えられる． 

筆者は旧稿［Matsui 2012, 119–120］で，①②③⑥⑧⑨⑯の用例を掲げつつ，この PYZ̤Y ~ PYZY 

を漢語の毗尼／毘尼（< Skt. vinaya）の借用語とみなした．その根拠は以下の諸点である． 

⑴敦煌文書『仏説阿弥陀経講経文』（Or.8210/S.6551）は，10 世紀中葉～後半の西ウイグル王国

の僧号として「毗尼法師」に言及し，また「諸寺毗尼」の遍在を伝える［張廣達・榮新江
1989, 24–25, 30–31; 森安 1991, 159］． 

 
(16) 本節は，2018 年 11 月の「絲綢之路民族語言研究工作坊」（蘭州：蘭州大学）および 2022 年 5 月 “Attested 

Middle Chinese in Early Foreign Transcriptions and Loanwords” (Berlin: Indiana University European Gateway) で
の口頭報告の内容に基づく．なお，成稿までには吉田豊氏（帝京大学）から多々ご教示を頂戴した．こ
の場を借りて深謝申し上げる． 

(17) 原語となる漢語名は，ウイグル文字表記を，諸種の敦煌文書にみえる漢語人名およびそのウイグル字音
形式と勘案して推定したものである［庄垣内 1987; 庄垣内 2003; BT XXXIV; 土肥 2015］．ただし，いずれ
の再構形式も，蓋然性が高いという程度のものであって，他の再構案を排除するものではない．表中の
註記も参照されたい． 
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⑵毗／毘（MC *b’ji）は PY = pi (~ bi) とウイグル字音写される［庄垣内 2003, 129; BT XXXIV, 

178］． 

⑶漢語の娘母 *ń- はウイグル字音では脱鼻音化した /ž/ として受容されたと推定されるので(18)，

尼（MC *ńi）も ŽY= ži と音写された可能性がある． 

 
(18) ベルリン所蔵の U 5335 が娘母の女（MC *ńi̯wo）を Š̤WW ~ SWW とウイグル字表記していることがその傍

証となる［庄垣内 2003, 57, 70; BT XXXIV, 46–47, 102; cf. Shogaito 2021, 169］．なお，この語頭の Š̤- ~ S- の
音価として庄垣内は /ž/ を再構したが，U 5335 はモンゴル時代の写本なので，むしろ女 > *žuu > šuu とい
う土着化に伴う無声化を想定すべきであろう． 

表1 PYZY (~ PYŠY ~ PY) の在証例 
No. 資料 書体 人名転写 推定漢語名 翻字  参考 
① Mainz 858 楷書 kentso 賢蔵/堅蔵 PYZ̤Y -qa Zieme 1987, 273–274 
② Mainz 778 楷書 širmir*1 實密(?)*1 PYZ̤Y  Cf. Zieme 2012, 151 
③ U 5321 半楷書 qaytso 戒蔵/開蔵/海蔵 PYZ̤Y -kä Cf. Matsui 2008, 21 
④ *U 9315_Seite 1 半楷書 vapkuy 法恵 PYZ̤Y -täki VOHD XIII,28, #016 
⑤ *U 9315_Seite 2 半楷書 šentse 善浄/善清 PYZ̤Y -Tʾ VOHD XIII,28, #016 
⑥ *U 9248 半楷書 yäv 姚(?) PYŠY*2  Matsui 2012 
⑦ U 5589 半楷書 [ ]YNTSW*3 □蔵*3 PYZ̤Y -kä VOHD XIII,22, #598 
⑧ Ch/U 6958 v 半楷書 kuyčeu*4 慧超/恵照*4 PYZ̤Y  Cf. Matsui 2008, 21 
⑨ U 3908 半草書 qooqay*5 光海/広海*5 PYZ̤Y  Cf. SUK Sa03 
⑩ ВФсэ-4204 半草書 qara toyïn  PYZ̤Y  Zieme 2021 
⑪ U 6075 半草書 [......]  PYZ̤Y -NY VOHD XIII,22, #284 
⑫ Ch/U 7254 v 半草書 čanaq tutung {...WK}  PYZ̤Y  Cf. VOHD XIII,22, #515 
⑬ Ch/U 7254 v 半草書 [..]YZ-’änük  PYZ̤Y  VOHD XIII,22, #515 
⑭ Ch/U 7254 v 半草書 ’är-’änük  PYZ̤Y  VOHD XIII,22, #515 
⑮ Ch/U 7254 v 半草書 ČʾTY*6  PYZ̤Y  VOHD XIII,22, #515 
⑯ SI 4063 (4b Kr/72) 草書 nekuy*7 寧恵/寧慧*7 PYŠ̤Y*7  松井 2005a, 54–55 
⑰ SI 4026 (4b Kr/9a) 草書 š̤inkuy*8 神恵/神慧*8 PY  松井 2005a, 51–52 
⑱ SI 4026 (4b Kr/9a) 草書 š̤inkuy*8 神恵/神慧*8 PY  松井 2005a, 51–52 
⑲ Tuyoq NK10-B 草書 [tay]šingdu*9 大乗奴*9 PYZ̤Y  Yakup and Li 2019, 404 
⑳ Tuyoq NK10-I 草書 t(a)yšingdu*9 大乗奴*9 PYZY  Yakup and Li 2019, 408 
㉑ Ch/U 6167 v 草書 qïtso*10 tutung □蔵*10 PYZY?  VOHD XIII,22, #478 
㉒ U 5612 草書 sam-boq-du 三宝奴 PYZ̤Y  VOHD XIII,22, #553 
㉓ 楡林窟第 12窟 草書 [......]  [PY]ZY  松井 2017, no. 161 
㉔ Ch/U 6583 v 草書 [......]  PYZY  VOHD XIII,22, #493 

 

*1 あるいは sirmir < 七密(?)／悉密(?)と再構する可能性もある 
*2 本文書は Š 字と S 字を字形の上から区別する［Matsui 2012, 116］ 
*3 [p]intso < 斌蔵，もしくは [k]entso < 賢蔵／堅蔵の可能性がある 
*4 VOHD XIII,22 の kuinvu (= KWYNVW), UWN III-1, 143 の hüennu (= KWYNNW) を修正する 
*5 SUK Sa03 は SWTʾXY = sutaγï としたが，XWWXʾY = qooqay と修正することを提案する 
*6 ČYTY = čite ~ čiti < 智定の誤記とみなせるかもしれない 
*7 松井 2005aのʾYKWY = ikuy を NYKWY = nekuy と改める．なお，PYŠ̤Y の -Š̤- は誤って左側に加点
されている 

*8 š̤inkuy は š̤enkuy（< 善恵／禅恵）とも転写できる．なお⑰・⑱の綴字は同形であるが，文書の内容
からは別の人名とみなされる 

*9 Yakup and Li 2019の tašvardu を修正する．なお，⑲・⑳は同一人物と考えられる 
*10 X(ʾ)YTSW = q(a)ytso として③と同名とみなせるかもしれない 
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ただし，この拙稿でも備忘したように，毗尼／毘尼 > piži (~ biži) という借用の想定には音韻上

の問題も残っていた．この間に庄垣内正弘によって収集された多数のウイグル文字表記漢語仏典

は，毘尼 > PYNY = pini を含め，尼を例外なく NY = ni とウイグル字音写する：Skt. vinaya > 毘尼 

> PYNY; śākyamuni > 釋迦牟尼 > ŠYKYMWNY; akaniṣtha > 阿迦尼吒 > ʾʾKʾNYČʾ．庄垣内は，これ

らの尼 > NY = ni はいずれもサンスクリット由来の音写漢語に属する特殊な読みを反映するもので

あって，漢語の娘母自体は一般に脱鼻音化したと想定した［庄垣内 2003, 57］．しかし，つとに孔
子の謚である宣尼

・
を TSWYN-NY = tsuen-ni と音写した例が知られており［百濟 1980, 56, 65; Matsui 

2012, 120］，また庄垣内自身によって尼師 > NYŠY = niši という例も新たに回収された［BT XXXIV, 

65, 102, 178; cf. Zieme 2021, 147］．サンクトペテルブルク所蔵の未公刊資料 SI 3995 (4b Kr/167) も，

漢文『妙法蓮華経』本文の「比丘比丘尼」にウイグル文字で PY KYV PY KYVNY = pi kiv pi kivni 

という音注を施している(19)．これらの諸例は，毗尼／毘尼 > PYZY = piži ~ biži とする卑見（特に

尼 > -ži）に対する反証となる［Matsui 2012, 119–120］．J. Wilkens が近刊の古代ウイグル語辞典に
おいて筆者の比定を “nicht sehr wahrscheinlich” と評したのも，如上の点を考慮したものであろう

［UWN III-1, 142–143］． 

しかし筆者は，あらためて毗尼／毘尼 > PYZY = piži (~ biži) の借用を提唱したい． 

まず，筆者旧稿では迂闊にも看過していたが，西ウイグルの東隣の敦煌では，帰義軍時代に仏

教教団の高僧として「毗尼蔵主／毗尼教主」が活動していたことが多くの敦煌文書や石窟題記か

ら確認される［姜伯勤 1993］．さらに時代を遡った 6 世紀の麹氏高昌国時代のトゥルファンにも
僧官としての「毗尼都斅問齋主」が存在した［姚崇新 1999, 44; 坂本 2022, 22］．これらの「毗尼」

を冠する僧号・僧官は，その名の通り毗尼すなわち Skt. vinaya「律」に関係する職務（律蔵の管

理や，律による僧侶・僧団の規制・監督）を有していたと考えられ，前述の『仏説阿弥陀経講経

文』（S.6551）にみえる西ウイグルの「毗尼法師；諸寺毗尼」も，おそらくこれらと同様の職責を

もった僧官・僧号と考えられる． 

さらに，2017 年に慶昭蓉・荻原裕敏が紹介したベルリン=アジア美術館（Staatliche Museen zu 

Berlin, Museum für Asiatische Kunst）所蔵の壁画断片（III 739）のクチャ語銘文も，卑見の傍証とな

り得る．この壁画断片はドイツの第 3 次中央アジア探検隊がクチャ・シムシム（Simsim > 森木塞

姆）石窟第 46窟から将来したもので，そこに描かれた供養比丘像の頭上には傍題として 2行のブ

ラーフミー文字クチャ語銘文が記される．その第 2 行の前半部を，慶・荻原は thai [taṅk] ś[ā]lyi 

phijji hwāp hko s(t)e「（これは）大[唐]の闍梨披緇の法護である」と判読した［慶昭蓉・荻原 2017, 

381–383］．慶・荻原の thai [taṅk] < Chin. 大[唐]，ś[ā]lyi < (阿)闍梨，hwāp-hko < 法護（= Skt. Dharma-

rakṣa ~ Dharma-pāla ~ Dharma-gupta）という再構案は妥当であるが，しかしながら，phijji を披緇

（MC *p’jie̯-tṣi）の音写と想定し，この披緇を「出家僧」をさす術語とみなした点は修正すべきで

あろう．慶・荻原自身も認めるように，荘母の緇 *tṣi がクチャ語で /jji/ と音写されたとはやや考

 
(19) ウイグル字音の比 > pi, 丘 > kiv の例は確認されている［庄垣内 2003, 129, 131; BT XXXIV, 178, 181］． 
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えづらく［慶昭蓉・荻原 2017, 385, 391–392］，また敦煌・トゥルファンほか中央アジア出土漢文

文書には僧に対する称号としての「披緇」の用例は見出されないからである．筆者は，敦煌・ト

ゥルファン発現漢文資料にみえる僧官・僧号としての「毗尼／毘尼」の諸例も勘案して，このク

チャ語の僧号 phijji も「毗尼／毘尼」の音写であり，ウイグル語 piži (~ biži) < 毗尼／毘尼の並行例

とみなすことを提案する(20)． 

また，大谷探検隊によりクチャ・クムトラ石窟から将来され，現在は東京国立博物館に所蔵さ
れる漢文壁画断片には「大唐莊嚴寺上座四」鎭都統律師悟道」という傍題がみえる．ここで悟道

の称する「律師」号も，前述の麹氏高昌国や帰義軍期敦煌の「毗尼」を冠する僧号に類するもの

であったと筆者は推測したい．この「律師」に先行する「（四鎭）都統」は，8 世紀前半の唐帝国

支配下の安西四鎮における漢人仏教界の最高位の僧号であり，初期（おおむね 10世紀末～11世紀

初）の西ウイグル王国仏教界の最高位の僧号とされた tutung も，この「都統」号に由来する［森

安 2007 = 森安 2015, 663］．また前述したように，敦煌出土の『仏説阿弥陀経講経文』は西ウイグ
ルの「都統」に次ぐ僧号として「毗尼法師」に言及するが，悟道のように高位の「都統」が「毗

尼＝律師」を併称することもあったのかもしれない．実際，表 1 の⑫㉑のウイグル仏僧は都統

（tutung）とともに毗尼（piži ~ biži）号を称しており，また帰義軍期敦煌で「(応)管内釈門都僧

政」・「河西釈門正僧政」・「河西応管内都僧統」など高位の僧官が「毗尼蔵主／毗尼教主」を併称

していた例もある［姜伯勤 1993, 1–3］．前掲のクチャ語銘文で法護（hwāp-hko）が「(阿)闍梨

（ś[ā]lyi）」と「毗尼（phijji）」を併称していることも，この類例とみなせよう． 

以上の諸点から，西ウイグル時代前後のトゥルファン・クチャ・敦煌の仏教界では Skt. vinaya 

に由来する漢語の「毗尼」が僧号として汎用され，クチャ語には phijji, ウイグル語には piži (~ 

biži) として借用されたという状況を，ひとまず想定してよいものと考える． 

3. 漢文・ウイグル文合璧土地売買契：U 5797 + H128 + Ch/U 6124 

ウイグル文契約文書の書式が唐宋時代の漢文契約文書を祖型として成立したことは，護雅夫の

先駆的な研究によって証明された［護 1960］．これを承けた森安孝夫は，全てのウイグル契を 13

～14世紀のモンゴル帝国時代のものとした L. V. Clarkの説を斥けつつ，ウイグル契の起源を 10世

紀の西ウイグル時代のトゥルファン盆地に求め，唐宋時代の漢文文書との比較分析の有効性をあ
らためて提唱した［森安 1989, 51–54; cf. 森安 1994, 63–83］．その際に森安が重要な論拠として掲

 
(20) すなわち，-jji < 尼も娘母の脱鼻音化の反映とみなせる．ちなみに，敦煌蔵経洞出土のコータン=ブラーフ

ミー文字音写漢文『金剛般若経』でも，娘母の女は jū と音写される［Thomas 1937, 36, 44; 高田 1988b, 90–
91; Emmerick and Pulleyblank 1993, 8, 9, 72］，高田時雄は，このブラーフミー文字音写をチベット文字資料
の音写例（尼 > ’ji ~ ’jI ~ ’dzi．I は逆向き gi gu）と一致する扱いとみなす［高田 1988a, 87, 92–93, 312, 332; 
cf. 高田 1991, 29; 高田 1992, 17］．ただしクチャ語ブラーフミー文字の j は破擦音を示し，ウイグル字音が
脱鼻音化した娘母を摩擦音の ž で表記することとは完全には整合しない．ウイグル語に導入されたトカラ
語（A = クチャ語；B = アグニ語）の /j/ が，おおむねウイグル字の Z ~ Ž = /ž/ ではなく Č = /č/ で表記され
ることも注意される［HWAU, passim］． 
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げたトゥルファン出土の漢文・ウイグル文合璧文書の 3断片（T I 176 = U 5368; T III 1153 + T III 

173/119 = Ch/U 6100 + Ch/U 6101）は，やや後れて，森安と Peter Ziemeとの共同論文により，他の

漢文・ウイグル文合璧文書断片とあわせて校訂・刊行された［Moriyasu and Zieme 1999］． 

MS. I Ch/U 6100 + Ch/U 6101 verso 仏教寺院所有の土地台帳の断片 

MS. II U 5368 recto 土地売買契末尾の断片 

MS. III U 5797 + Ch/U 6124 recto 土地売買契の断片 

MS. IV Ot.Ry. 1033 recto 公的な土地台帳の断片 

森安の主張において最重要視されたのは，高昌国時代・唐代のトゥルファンに特徴的な田制関

係術語「常田」を在証する MS. I である［森安 1989, 53; Moriyasu and Zieme 1999, 80–82; cf. 松井

2024, 120］．一方，漢文土地売買契の行間に小字でウイグル文の逐語訳を挿入する MS. IIも，漢語

文化がウイグル語話者に与えた影響を実証する［cf. 松井 2023, 136］． 

また，U 5797 (T III 215.500) と Ch/U 6124  (T II 1035) の 2断片からなる MS. III も，MS. II と同様

Fig. 2   U 5797 + H128 + Ch/U 6124 recto & verso 
U 5797 + Ch/U 6124 :  Depositum der BERLIN-BRANDENBURGISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
in der STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN - PREUSSISCHER KULTURBESITZ, Orientabteilung 
H128 :  after HYB II, 344 

Ch/U 6124 H128 U 5797 

recto 

verso 
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に，やや大きめの字で記された漢文契の行間に小字でウイグル文を挿入したものである．MS. II 

から類推すれば，この MS. III のウイグル文も漢文契の訳文であった可能性が高い．しかし，現存

のテキストは，より小さい Ch/U 6124 断片にみえる人名要素・称号（達干 = tarqa[n] ; 凍俄 = to[ng]a）

を除いて，漢文とウイグル文は逐語的には対応しない［Moriyasu and Zieme 1999, 89–91; 後掲語註

8c参照］． 

注目すべきことに，ごく最近，MS. II・MS. III と同様の漢文・ウイグル文合璧文書の断片 1 点
が新たに紹介された．この断片は，中国西北科学考査団に参加した黃文弼により 1928–1930 年間

にトゥルファン地域で発掘されたものの，その報告書である『吐魯番考古記』［黃文弼 1954］に

は掲載されていなかった．現在は，その他の黃文弼将来資料とともに北京の中国国家博物館に所

蔵され，H128という所蔵番号を与えられ（旧番号はK 7690），近刊の『黃文弼所獲西域文書』（以

下，HYBと略）でようやく写真複製ともに校訂・公刊されたものである(21)． 

この新断片 H128 は，recto面に漢文 1行とウイグル文 1行，また verso面に仏教的内容のウイグ
ル文 3行を記す．Fig. 2 に示すように，これらの漢文・ウイグル文の筆跡は，それぞれ MS. IIの 2

断片（U 5797, Ch/U 6124）と同一のものとみなされる(22)． 

これら 3 断片の表裏の現存テキストからは，それらを直に接合させる情報を得られない．ただ

し，H128 の漢文はおそらく U 5797に後続し［語註 7c参照］，また Ch/U 6124 は契約末尾の契約当

事者・証人の記載に属する部分とみなせるので［語註 8u 参照］．recto 面の漢文・ウイグル文を以

下のように仮に再構することができる（行数に付した c は漢文，u はウイグル文を示す）．漢文テ
キストの□は判読不能字の 1字分の残画，字は残画による再構，字は全缺字の推補を示す． 

テキスト 
  [missing] 

U 5797 1c       者□□□  

 2u [       ula](m) bitig tuta yer [alγučï qorsuz bolzun ] 

 3c        地及論課人   

 4u [               sözläri y]orïmazun älig [stïr? kümüš? ] 

 5u [                      ]n (…)[ ] 

  [missing] 

H128 6u [     ] üč yüz brgä yezün [ ] 

 7c    不許休悔先悔者  

 
(21) HYB I, 79, 136; HYB II, 344, 400．なお HYB I, 79によれば，この H128断片は付馬 2023でさらに検討され

る予定であったが，実際に刊行された付馬 2023ではこの断片は扱われていない． 
(22) 従って，H128断片の表裏のウイグル文を一連のものとした HYB I, 136 の解説は修正すべきである．なお，

H128断片と MS II (U 5368) とが同一文書に属する可能性も完全には否定できないが，紙寸を勘案しつつ漢
文・ウイグル文の筆致を比較した限りでは，それぞれの字寸はやや異なるように思われる．最終的な判
断のためには，これら MS II・MS III・H128各断片の紙質や墨の成分分析などが必要となろう． 
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  [missing] 

Ch/U 6124 8c                                             □達干   

 9u [                                              ]N tarqa[n ] 

 10c                                           □支凍俄  

 11u [                                       č?] to[ng]a [ ] 

  [missing] 

ウイグル⽂和訳 
…… 2u……［永久的な］証文を保持して，田地の［買主は損害を被るな］．……… 4u［彼ら

の文句は］通用しないように．50［両の(?)銀(?)］……… 5u……… 6u……三百（回）の笞

（刑）をくらうように．…… 9u…………タルカン．11u………［チ］=トンガ．………… 

語註 
2u : 既刊のウイグル契の諸例（SUK Sa0219–20 ; Sa0920–21 ; Sa1616 ; Sa2212–13 ; Sa2314–15 ; Sa2919–20 ; 

Sa15 + *U 9214 = Uzuntaş 2022, no. 1212‒13）から知られる限り，bitig tuta「証文を保持して」(23)とい

う表現は購入物件に対する買主の権利を保証する文脈で用いられるので，行後半の缺落部に対す

る Moriyasu and Zieme 1999 の推補は妥当である． 

3c : 本処の「  地及論課人  」の解釈については，語註 7cを参照． 

4u, älig [stïr? kümüš?] : älig は数詞「50, 五十」もしくは「手（~ elig）」と解し得る［HWAU, 103, 

255］．Moriyasu and Zieme 1999, 91 は疑問符付きながら「手」を採ったが，B. Keskin は älig [yïl]

「50［年］」と解釈する［Keskin 2022, 115, 377］．Keskin が yïl「年」を推補したのは，あるいは 2u

行の [ula](m) bitig「［永久的な］証文」との関連を想定したのかもしれない．これらに対して，筆

者が älig [stïr? kümüš?]「50［両の(?)銀(?)］」を推補する理由については，次註 6uを参照． 

6u, üč yṳz brgä yezün : brgä ~ bärgäは「鞭（刑），笞杖（刑）」を意味し，しばしば qamčï「鞭，

笞杖」との二詞一意でも用いられる［HWAU, 160, 326］．後続語を HYB I, 136 は venun と転写して

訳出しない．しかしウイグル文字の V- と Y- はしばしば同様に書かれ，また語中の -NW- も仔細に
みれば -ZW- と改められるので，YYZWN = yezün すなわち v. ye-「食べる，くらう；（刑罰を）受

ける」［Zieme 1982, 264, 266; SUK II, 140; HWAU, 326］の命令形とみて「（笞刑を）くらうように」

と解釈することに問題は無い． 

つとに森安孝夫は，西ウイグル時代のマニ教寺院経営令規文書が定める üč yüz qïyn「三百（叩

きの）刑」と，11世紀の Abū Saʿīd Gardīzī によるペルシア語史書『歴史の装飾（Zayn al-Aḫbār）』

の西ウイグル関係記事との比較から，9 世紀後半から 10 世紀の西ウイグル時代の刑罰として 300

回の笞杖刑が一般的であったことを指摘した［森安 1991, 90, 163–164, 169; GUM, 112, 196, 203］．

本処の üč yüz bärgä「三百（回）の笞（刑）」は明らかに üč yüz qïyn「三百（叩きの）刑」と同一

 
(23) なお庄垣内正弘は，これらの tuta を「～に関して，～について」と解釈することを提案したが［庄垣内

1994, 142］，SUK の「保持して」という訳解をなお支持すべきである［松井 2005a, 38, fn. 13］． 
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の笞杖刑をさしており，また H128断片を西ウイグル時代に比定する根拠ともなる(24)． 

ウイグル文土地売買契の類例からみて，4u行の [sözläri y]orïmazun「………［彼らの文句は］通

用しないように」は，売主やその関係者に対して，買主の権利を侵害することを禁止する文言で

ある［山田 1963, 49–50; 森安 1989, 61–74］．従って，本処の「三百（回）の笞（刑）をくらうよう

に」も，売主とその関係者に対する違約罰を述べたものであろう．この点は次註 7cも参照せよ． 

また『歴史の装飾』によれば，西ウイグルでは，処女との姦通罪に対しては，三百回の笞杖刑
と併せて雌馬 1頭と「50両（satīr）の銀で作られた杯」が罰として課されていた［森安 1991, 163; 

森安 2004 = 森安 2015, 453］．そこで筆者は，本処の「三百（回）の笞（刑）」に先行する 4u行の 

älig「50，五十」も，『歴史の装飾』の伝える「50 両の銀（で作られる杯）」という罰物に関連す

るものとみて，後続の缺落部を [stïr kümüš]「（50）両の銀」と推補したい．すなわち，この 4u 行

後半から 6u行にわたるウイグル文は，ウイグル的伝統に基づく違約罰を規定していたものと考え

るのである．なお缺落部にさらに他の罰物が記載されていた可能性もある． 

7c : この行で確実に判読できるのは「休悔先」の 3字のみである［HYB I, 79］．しかし，HYB編

者もこの漢文について「疑屬於契約文書」と註記するように，「休悔」の語は，特に敦煌出土の

諸種の漢文契において「（締結を後悔して）契約を解消する／破棄する；契約に違反する」の意

で頻用される［『敦煌文獻語言大詞典』2, 2371］．以下に 2 通の敦煌契を具体例として掲げておく． 

①吐蕃寅年（822?）令狐寵寵売牛契（S.1475v）［TTD III, 80, no. 259;『真蹟釈録』2, 34;『英藏

敦煌文獻』3, 75］ 

1 紫健牛壹頭陸歳，並無印記． 

2 寅年正月廿日，令狐寵寵爲無年粮種子，今將 

3 前件牛，出買
（賣）

與同部落武光暉．斷作麥漢 

4 㪷壹拾玖碩．其牛及麥，當日交相付了， 

5 並無懸欠．如後牛若有人識認，稱是寒盗， 

6 一仰主保知當，不忓賣
（買）

人之事．如立契後，在三 

7 日内，牛有宿病，不食水草，一任却還本主．三日已 

8 外，依契爲定，不許休悔．如先悔者，罰麥五碩， 

9 入不悔人．恐人無信，故立私契．兩共平章， 

10 書指爲記．「其壹拾玖碩麥內粟參碩，和．」 

11 牛主令狐寵寵年廿九 

12 兄和和年卅四 

 
(24) 一方，モンゴル期のウイグル語文献には，「57 回」や「107 回」など一の桁を 7 とする笞杖刑（bärgä, 

qamči）の例が散見する［U 529810,20 ; SUK WP0434 ; Fu and Xia 2021, 197; Sertkaya 2022, 577, *U 9266］．Zieme 
1982, 264および Fu and Xia 2021, 198も指摘するように，これらは明らかにモンゴル帝国・元朝の刑罰規
定を反映する．『元典章』巻 39・刑部 1・刑制・刑法の冒頭の表を参照． 
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13 保人宗廣年五十二 

14 保人趙日年卌五 

15 保人令狐小郎年卅九 

②唐天復九年（909, 後梁開平三年）敦煌洪潤鄕安力子売地契（S.3877）［TTD III, 84–85, no. 269; 

『真蹟釈録』2, 8;『英藏敦煌文獻』5, 191］ 

1 階和渠地壹段兩畦共五畝，東至唐永德，西至道及氾温子， 

2 南至唐永德及道，北至子渠兼及道．又地壹段兩畦共貳 

3 畝，東至呉通通，西至安力子，南至子渠及道．北至呉通通． 

4 已上計地肆畦共柒畝．曰天復玖年己巳歲，洪潤鄕 

5 百姓安力子及男擖㩑等，爲緣闕少用度，遂將本戸口 

6 分地出賣與同鄕百姓令狐進通．斷作價直生絹一疋，長肆仗
（丈）

． 

7 其地及價，當日交相分付訖，無玄
（懸）

欠．自賣已後，其地永任進通 

8 男子孫息侄，世世爲主記．中間或有廻換戸状之次，任進通 

9 抽入戸内．地内所著差税河作，随地仾
（祗）

當．中間若親姻兄弟 

10 及别人，諍論上件地者，一仰口承人男擖㩑兄弟仾
（祗）

当，不干 

11 買人之事．或有恩  敕流亦
（行

レ行
亦）

不在論理之限．两共 

12 對面平章，准法不許休悔．如先悔者，罰上耕牛一頭， 

13 充入不悔人．恐人無信，故立私契，用爲後驗． 
14 地主安力子 

①の第 8–9 行「三日已外，依契爲定，不
・

許
・

休
・

悔
・

．如先
・

悔
・

者
・

，罰麥五碩，入不悔人（売買した牛

の引き渡しから三日後以降は，契約に従うこととし，休
とり

悔
けし

を許さない．もしも先に悔
とりけ

そうとす

れば，罰として麦 5 石を相手方に支払う）」，②の第 11–13 行「两共對面平章，准法不
・

許
・

休
・

悔
・

．如

先
・

悔
・

者
・

，罰上耕牛一頭，充入不悔人（この契約は当事者双方が協議して決めたものであり，法に

従い，休
とり

悔
けし

を許さない．もしも先に悔
とりけ

そうとすれば，罰として耕牛 1 頭を相手方に支払う）」を
参照すれば(25)，我々の H128 の「休悔先」の直前の残画を「許」，また直後を「悔」と判読し，

さらに前後一字を推補して「不許休悔．先悔者（休
とり

悔
けし

を許さ［ない］．先に［悔
とりけ

そうとすれば］）」

という文脈を再構できる．その後続部には具体的な違約罰が定められていたはずである． 

この①②の他の多くの敦煌契も，「不許休悔」を含む違約罰文言は，契約の主内容・諸条件を

記した後にみえ，それらの後には「後日のためにこの証文を作成する【恐人無信，故立私契】」

のような定型表現と関係者（契約当事者・証人・保証人など）の記名が続く(26)．従って，我々の 

 
(25) 文面の解釈については，仁井田 1980, 692–695, 678–679も参照． 
(26) TTD III, passim ;『真蹟釈録』2, passim．その他に，サンクトペテルブルク所蔵の丙申年（936）宋多胡雇

工契（Дх 12012）や，杏雨書屋所蔵の李山売舎契（羽 064-1）・雇人史章□種地契（羽 069-1）などを加え
られる［乜小紅 2009, 188;『敦煌秘笈』影片冊 1, 392, 410］． 
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H128 断片の「不許休悔．先悔者」も，漢文契の主内容と定型表現・関係者記名との間に位置し

て違約罰を設定したものであり，4u–6u 行のウイグル文もその違約罰文言に対応すると考えられ

る．一方，上掲②は，第 11–13 行の違約罰文言に先行して，第 9 行で「地内所著差税河作」つま

り売買物件とされた田地に課される税役の負担を定める．U 5797 断片の 3c 行の「  地及論課

人  」はこれと同様の文脈，つまり契約の主内容に属していたと考えられる(27)．これらの諸点

に鑑みて，U 5797 断片の後に新発現の H128 断片を配置することができる． 

なお，上述の通り「休悔」の語は敦煌漢文契に多数在証されるのに対して，トゥルファン出土

漢文契には「休悔」を用いたものは無い(28)．ただし，唐代コータン出土・クチャ出土の漢文契に

は１点ずつ用例が確認される(29)．10世紀頃の西ウイグルが敦煌と緊密に結びつき，西ウイグルに

対する敦煌の漢人仏教・漢語文化の大きな影響はもはや周知のこととなっているが［e.g., 松井

2023, 136–137］，我々の漢文・ウイグル文合璧契約文書で「休悔」の語が用いられた背景に限って

みれば，そこに敦煌漢文契の影響を排他的に想定する必要はないだろう． 

8c, 達⼲ : 9u行の tarqa[n] の漢字音写．古テュルク語称号・人名要素 tarqan ~ tarxan の用例は突厥

時代から確認され，人名呼称の末尾の要素として用いられることが多い．また，本文書 3 断片の

漢文（1c, 3c, 7c, 8c, 10c）は，全体として字間を相当に詰めた筆致で記されている．この筆致に鑑

みると，本処の「達干」の後続部分には漢文テキストが無かったと考えられる．そこで筆者は，

この Ch/U 6124 断片上の 8c–11u 行とそれ以降は契約文書の末尾部分に属し，行ごとに契約当事者

もしくは証人の名（[...]N tarqan > □達干，[....č?] tonga > □支凍俄）を列挙していたものとみなし
たい(30)．西ウイグル時代のウイグル契にみられる類例として，上述した U 5368 (= Moriyasu and 

Zieme 1999, MS. II) のほか，U 6112 + U 6163 + U 6166 + U 6201 (= Matsui 2006, Text C; Keskin 2022, 

132, BaSa02) の末尾部分を参照できる． 

以上の考証を総括すると，この 3 断片は，互いに直には接合せずまた漢文・ウイグル文のテキ

ストも逐語的に相互対応しないとしても，おそらく漢文の土地売買契が先行して大字で記され，

その後におおむね並行する内容のウイグル文が挿入されたとみなし得る．特に U 5797 断片からは，
ウイグル文が事後に挿入されることを意図して漢文の行間をやや広く設けていたことがうかがえ

る．このような契約文書の作成過程からも，漢文契がウイグル契の基礎となったという護雅夫以

来の見解が傍証される． 

 
(27) Moriyasu and Zieme 1999, 91 では “[....] the land, and as for estimating(?) the corvée(?)” と英訳されていた． 
(28) トゥルファン契では違約行為をさす語として多く「變悔（返悔）／反悔／飜悔」を用いる［TTD III, 

passim ;『圖文』I–IV, passim ;『吐魯番出土文獻詞典』298］．ただし，唐上元二年（761）馬寺尼法□買牛
契（73TAM506: 04/17）第 8行の「不許 悔」を，王啓濤は「不許先悔」と再構したが［『合集』II, 748］，
残画からは「不許休悔」と再構できるかもしれない［cf.『圖文』IV, 575］． 

(29) コータン出土唐貞元年間（ca. 790）雇驢契（S.6972）［TTD III, 79, No. 254;『英藏敦煌文獻』11, 252］；ク
チャ出土年次未詳某人雇白蘇大契（Ot.Ry. 5444）［TTD III, 76, No. 246］． 

(30) 従って，U 5797の上側に Ch/U 6124を配置した Moriyasu and Zieme 1999, 90の提案も改められる． 
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ただし，トゥルファン・敦煌出土漢文契では，違約罰はおおむね罰金・罰物の支払により設定

されており，笞刑その他の肉体刑を設定した例は知られない．これに対し，本文書のウイグル文

が違約罰として ──おそらく罰物「50［両の銀］」に加えて──「三百（叩きの）刑」［語註6u参

照］を設定するのは，明らかにウイグル独自の文化的伝統に属する(31)．ウイグル文の契約文書文

化が漢文契を基礎として成立した一方で，なお遊牧テュルク的要素をも保存していたことは，土

地売買契の四至記載に対する護の分析［護 1967］からも示唆されていたが，新出の H128 断片は
その新たな明証となる． 

今後，本文書 3 断片のテキストを補充する断片が各国所蔵の既知の諸コレクションあるいは新

規発掘資料の中に見出されれば，トゥルファン地域のテュルク語化あるいは遊牧ウイグルの都市

民・定住民化の実態分析をさらに深化させられるであろう． 

結 語 

本稿の緒言で言及した『毎日新聞』紙上の SUK紹介文で，森安先生は，古ウイグル語文書研究

とは「解読率を 6割から 8割，8割から 8割 5分へと上げることはできても，その後が遅々として

進まないものである」が，そのような「解読に莫大な労力と時間を要する古文書に黙々と取り組
む文献学者の……地道な研究こそが真の歴史を再構成する力になる」と述べておられた．大学院

進学後，SUK 編集のお手伝いを一つの契機としてウイグル文書研究を始めた筆者は，この力強い

お言葉に深く感銘を受けたものである． 

しかし，いざウイグル文書の歴史学的分析に取り組んでみると，未解明のままに残された諸術

語の判読と解釈という初歩的段階においてすら「莫大な労力と時間を要する」困難は予想以上の

ものであった．森安先生の「僕はウイグル文書の研究者じゃない」という仰せは，個別のウイグ
ル文書の片言隻句の判読と解釈に跼蹐しがちな筆者を，「歴史像の再構成にこそもっと注力せよ」

と叱咤されるなかで出てきたものでもあった． 

その一方で，森安先生は，ウイグル文の正確な判読や文法的理解をおざなりにしたアイデア先

行の歴史再構をも強く戒められた．筆者が提出するテキスト校訂やその背景分析に些かでも疑念

や不備が残っていれば，常に厳正な査問・批評を下された．脳髄に汗するような緊張感とともに

先生と意見を応酬する機会がご逝去により喪われたことは，痛惜に堪えない． 

森安先生は，多数の論考を通じて豊かなウイグル史像を堅牢に再構成されたが，同時に今後の

研究により解決されるべき諸問題をも少なからず示されている．そして，SUK や手紙文書集成

［BT XLVI］など，先生の主要なウイグル文書校訂研究にも，なお未解読・不明とされている部

分が ──量にすれば 1割に満たないかもしれないが── 残されている．緒言にも述べたように，

 
(31) モンゴル時代のウイグル契にも，違約罰としてモンゴル皇帝・皇族・ウイグル王イドゥククトや諸官員

への罰物（qïzγut）とともに「重い刑（aγïr qïn ~ qïyn）」を課すもの（SUK Ad01, WP01, WP02, Mi01, Mi03）
が見出される．ウイグル語文献における qïzγut「罰，罰物，罰金」と qïyn ~ qïn ~ qïyïn「刑，肉体刑」の使
い分けについては，森安 1991, 88; GUM 109–110を参照． 
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これらの不明点を解決していくことが，中央アジア=ウイグル社会の「真の歴史を再構成する」

ことに直結するものと信じる．泉下の先生からは「松井君は枝葉末節に拘泥しすぎ」とのお叱り

をなおも蒙ることであろうが，地道に分析を積み重ねたい． 
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